
測量法 

１.案内情報 

①手 続 名    ：測量成果又は測量記録の謄本、抄本の交付 

②手 続 根 拠    ：測量法第２８条第１項、４２条第２項、同施行令第９条 

③手続対象者    ：測量成果又は測量記録の謄本、抄本の交付を求めようとする者 

④提 出 時 期    ：測量成果又は測量記録の謄本、抄本の交付を申請するとき 

⑤提 出 方 法    ：測量成果・測量記録の謄本・抄本交付申請書を作成し、手数料を収入

印紙により申請書に貼付し国土地理院地理空間情報部情報サービス

課又は各地方測量部・支所へ提出してください。 

⑥手 数 料    ：あり 

⑦添付書類・部数  ：場合により内訳書・１部 

⑧申請書様式    ：測量成果・測量記録の謄本・抄本交付申請書 

⑨記載要領・記載例 ：提出先となる窓口にお問い合わせください。 

 

２.窓口情報 

①提 出 先    ：地理空間情報部情報サービス課 ０２９８－６４－５９５６,５９５７ 

北海道地方測量部 ０１１－７０９－２３１１ 

東北地方測量部  ０２２－２９５－８６１１ 

関東地方測量部  ０３－５２１３－２０５５ 

北陸地方測量部  ０７６－４４１－０９３３ 

中部地方測量部  ０５２－９６１－５６９６ 

近畿地方測量部  ０６－６９４１－４８５０ 

中国地方測量部  ０８２－２２１－９７６２ 

四国地方測量部  ０８７－８６１－９８８９ 

九州地方測量部  ０９２－４１１－８７７７ 

沖縄支所     ０９８－８５５－２５９５ 

②受 付 時 間    ：９時から１７時（１２時から１３時は昼休み） 

③相 談 窓 口    ：提出先となる地理空間情報部情報サービス課又は各地方測量部・支所 

 

３.手続情報 

①審 査 基 準    ： 

②標準処理時間   ： 

③不服申立方法   ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記載要領 ① 測量成果、測量記録、謄本及び抄本の文字のうち、不要のものを消すこと。 

     ② 郵送希望のときは、別に郵便切手を添えること。 

③ 地形図等に所要点の位置等を記載して添付すること。 

 

 

測量成果

測量記録
 の 

謄本

抄本
 交付申請書 

 

 

測量法第28条の規定により下記のとおり 
測量成果

測量記録
 の 

謄本

抄本
 の交付を申請します。 

 

 

     平成  年  月  日 

 

申請者 住 所              

    氏 名              

 

  国土地理院長 殿 

使 用 目 的  

郵送のときのあて先 

〒 

  

TEL  

 

 

 

測 量 成 果 又 は 

測量記録の種類 

該 当 す る 

５万分の１地形図名 
謄本又は抄本 数 量 

手 数 料 

単 価 小 計 

      

      

      

      

      

      

      

      

  計  

収入印紙貼付欄（消印してはならない） 

 

 

 

 

 


